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静岡県くらし・環境部
建築住宅局住まいづくり課長
マンション管理組合実態把握調査の実施について（協力依頼）

平素より、本県のマンション行政の推進にご協力いただき、感謝申し上げます。
マンションは静岡県においても主要な居住形態として定着しておりますが、今後は高経年化、老朽化したマンションの増加も見込まれ、適正な管理が行われず管理不全状態になった場合、居住環境の悪化や安全性の問題等社会への影響が懸念されています。
このような状況を踏まえて、県では県所管（町部のみ）のマンションの現状と管理状況の実態を把握することにより、本県が今後実施すべき施策の方向性を検討し、適切な支援策を講ずる基礎資料を得るため、分譲マンション※を対象に実態調査を実施します。
また、本調査にあわせて、「マンション管理適正化の推進に関する法律（以下、「法律」という。）」の改正のポイントの周知と、管理組合による管理計画の認定申請のニーズを把握します。
　※県が実施する調査対象となる分譲マンションとは、
　　　法律第２条第１項に基づき、２以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専用部分のあるものとします。
　　　そのため、上記に該当しない賃貸マンションは対象外とします。
　　　また、改正された法律では、市部に在るマンションは各市、町部に在るマンションは県の所管となるため、県が実施する調査の対象は町部に在るマンションとなります。
　　　なお、県内各市に対し、県調査と同時期に調査を実施するよう依頼しております。
つきましては、ご多忙のところ誠に恐縮ですが、本調査の主旨をご理解いただき、本調査にご協力いただきますようお願いします。

１　添付資料
・調査依頼（県→管理組合）

・アンケート調査票（県→管理組合）

・マンション関係法改正のチラシ

２　依頼事項
・マンション管理組合等から問い合わせがあった場合には、調査実施への協力を
依頼してください。

　　　・本調査について不明な点があれば、下記担当までお問い合わせください。
担　　当　計画班　嘉茂

電話番号　054-221-3081
別紙　協力依頼するマンション関係団体
・一般社団法人静岡県都市開発協会
・一般社団法人静岡県建設業協会

・一般社団法人マンション管理業協会中部支部
・一般社団法人静岡県マンション管理士会

